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緊急体制整備に向けた頻出地域におけるドローン調査等業務委託仕様書 

 

（目的） 

第１条 令和７年度はツキノワグマの出没が相次いでおり、目撃、人身事故被害数ともに過

去最多を記録した。県民生活の安全に対する脅威が高まっており、令和８年度においても、

令和７年度の大量出没により人里に慣れたツキノワグマが人里付近へ出没することが予想

されることから、立てこもりなどの出没時の緊急対応を始め、ツキノワグマの目撃が多い地点

等において、ドローンによる回遊調査を行い、ツキノワグマの出没を監視するとともに、

発見した際の緊急体制整備を図ることを目的とする。 

 

（業務期間） 

第２条 契約締結の日～令和９年３月３１日 

 

（内 容） 

第３条 本業務における内容は、次のとおりとする。なお、実施状況等により次の業務内容

の実施が困難であるなど、やむを得ない事情が生じる場合は、甲と乙が実施内容を協議の

上で決定する。 

（１）業務地区 

    本宮市、郡山市、喜多方市、下郷町で各２カ所 合計８カ所 

（２）業務打合せ 

業務着手時に発注者と打合せを行うものとし、下記事項について、電子データ及び

紙媒体で発注者あて報告すること。また、必要に応じて随時打ち合せを行うこととす

る。 

・業務の実施体制 

・安全管理及び連絡体制（緊急時を含む） 

（３）野生鳥獣生息域調査（回遊調査） 

上記業務地区において、計２４日(８カ所×３日)の調査を実施するものとする。ま

た、ルートや範囲等は発注者と協議のうえ決定し、天候不良等により調査が困難な場

合においても、同様に発注者と協議し決定することとする。なお、受注者は各法令が定

める飛行基準等を遵守し、飛行等業務の遂行に必要な許可申請を行うこととする。 

具体的な業務内容は、以下を想定する。 

・回遊調査 

１日 4回飛行を基本し、調査時間帯については、朝昼夕など変更を行いながら実施

すること 

   ・撮影データ解析 

撮影データの分析が完了次第、ツキノワグマの可能性が高いデータについては、速

やかに福島県自然保護課へ電子データで提出すること 

（４）緊急ドローン派遣 

   以下の２つのケースを想定し、緊急時にドローンを派遣し、ツキノワグマの動向調査

を行う。対象は、県内全域とする。 

なお、ドローンによるツキノワグマの捜索を実施する場合は、現場の状況を確認のう
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え、発注者と協議のうえ実施することとする。 

   ア 屋内立てこもり時の緊急ドローン派遣(業務期間中に最大５回) 

     県内において、ツキノワグマが屋内に立てもった場合、目視による確認が困難と

なることから、安全かつ早急に対処するためにドローン捜索による派遣を依頼する。 

なお、緊急事態による派遣要請のため、倉庫や大型施設の屋内のみや屋外へ飛び出

しを防ぐ壁や網などがある場所等、飛行許可が不要な場所に限る。 

   イ 市街地出没時の緊急ドローン派遣（業務期間中に最大５回） 

     ツキノワグマが市街地に出没した場合に、人身事故を防止するため、早急に頭数

や移動経路を把握するため、ドローンを派遣する。 

     なお、災害対応等において、許可不要で飛行可能なケースを想定する。 

（５）クマ発見時の対応 

（３）において、クマを発見した場合は、福島県自然保護課へ連絡すること。 

（６）業務実施体制について 

本業務の実施に当たっては、各種法令及び条例等を遵守するとともに、発注者との協

議、関係者への連絡調整などが迅速に行えるよう、必要な体制を整えることとし、調査

にあたっては、安全に業務を遂行できる体制で遂行すること。 

また、安全管理に必要な物品については、受注者が準備するものとする。 

 

（疑 義） 

第４条 本業務の実施にあたり、仕様書等に明示なき事項がある場合又は疑義を生じた場

合、受託者は、速やかに委託者に申し出て、協議するものとする。 

 

（提出書類） 

第５条 受託者は、次の各号に掲げる書類について、それぞれ定められた時期に提出しな 

ければならない。 

（１）委託業務着手届  （様式第１号） （契約締結後速やかに） 

（２）主任技術者通知書 （様式第２号） （契約締結後速やかに） 

（３）作業工程表    （様式第３号） （契約締結後速やかに） 

（４）委託業務完了届  （様式第４号） （業務完了後、遅滞無く） 

（５）その他業務遂行上必要と認められるもので、監督員が指示したもの。 

 

（成果品） 

第６条 本業務の成果品は次のとおりとする。なお、成果品の著作権は発注者に属する。 

（１）業務報告書（任意様式） 

（２）業務データ一式 

 

（再委託） 

第７条 受注者は、本業務の実施に当たり、再委託を行う場合は、再委託の相手先毎に、相

手方名、再委託を行う業務の内容及び再委託を行う理由を記載した文書を発注者に提出し、

承認を得ること。 

 


